
　
郵
便
物
を
受
け
取
っ
た
ら
、
必
ず
封
筒
の
中
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

保
険
証
の
色
は
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
が
「
み
ど
り
色
」
、
後
期

高
齢
者
保
険
証
が
「
黄お

う
ど土
色
」
で
す
。
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対象者（すべて該当する方）
　① り災証明書を取得し、対象となる工事費が

20万円以上の方
　②自らの資力で修繕できない方
　③工事が11月末までに完了する見込みの方
　※ 実績報告（完成写真、領収書・契約書の写し

等）の提出期限は12月18日まで
相談に必要な書類
　り災状況の分かるカラー写真、
り災証明書の写し、見積書
問い合わせ
　まちづくり課 建設係　☎86-6074

町
お　  らせ
からの
知

国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失
す
る
届
け

出
が
必
要
で
す
。
職
場
の
健
康
保
険
証
と

印
鑑
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
持
ち
に
な
り
、

役
場
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　　
交
通
事
故
・
け
ん
か
等
の
け
が
で
病
院

に
か
か
る
場
合
は
、
原
則
、
健
康
保
険
証

は
使
え
ま
せ
ん
。
健
康
保
険
証
を
提
示
し

て
病
院
に
か
か
り
た
い
と
き
は
、
ま
ず
は

役
場
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
連
絡
な
し

に
受
診
す
る
と
、
後
日
、
医
療
費
の
返
還

を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
入
院
・
外
来
・
調
剤
薬
局
で
医
療
費
の

支
払
い
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
方
は
、
事

前
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」、「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交

付
を
申
請
し
、
医
療
機
関
等
の
窓
口
に
認

定
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
認
定
証
を

持
参
す
る
と
自
己
負
担
額
は
、
所
得
状
況

に
応
じ
た
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
交

付
は
、
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
な
い

こ
と
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

負
担
金
、
保
険
税
の
減
免
・
軽
減
等

◇
一
部
負
担
金
の
減
免
・
猶
予

　
災
害
等
に
よ
り
身
体
、
資
産
等
に
重
大

な
損
害
を
受
け
た
、
収
入
が
減
少
し
た
な

ど
の
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
事
前

の
申
請
に
よ
り
医
療
機
関
を
受
診
し
た
と

き
に
支
払
う
一
部
負
担
金
を
減
免
・
猶
予

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
国
保
税
の
軽
減
措
置

　
自
ら
望
ま
な
い
形
で
離
職
し
た
方
の
国

民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
離
職
日
の

翌
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
翌
年
度
末
ま
で

軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
軽
減
変
更

　
詳
細
は
、
保
険
証
に
同
封
の
冊
子
や
納

税
通
知
書
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
直
接
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
町
民
課 

国
保
年
金
係

　
☎
�
６
０
７
１

国保の加入届け出が必要なとき
転入した／職場の健康保険を抜
けた／家族の扶養を外れた／子
どもがうまれた／生活保護を受
けなくなった／外国籍の方が加
入する
国保をやめる届け出が必要なとき
転出する／職場の健康保険に加
入した／家族の扶養になった／
亡くなった／生活保護を受け始
めた／外国籍の方がやめる

新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
旬
に
郵
送

　

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
、「
特
定

記
録
郵
便
」
で
送
付
し
、
そ
の
ま
ま
郵
便

受
け
に
投
か
ん
さ
れ
ま
す
。
７
月
20
日
を

過
ぎ
て
も
届
か
な
い
場
合
は
、
国
保
年
金

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
は
、「
簡

易
書
留
郵
便
」
で
送
付
し
、
受
け
取
り
に

は
受
領
印
等
が
必
要
で
す
。
受
け
取
れ
な

か
っ
た
場
合
は
、「
郵
便
物
お
預
か
り
の

お
知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
た
電
話
番
号
に

問
い
合
わ
せ
、
受
領
し
て
く
だ
さ
い
。

　
８
月
か
ら
医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
る

場
合
は
、
氏
名
・
生
年
月
日
等
を
確
認
の

上
、
新
し
い
保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
に

は
、
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証
を
兼
ね
た

一
体
型
の
保
険
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

医
療
機
関
等
を
受
診
の
際
は
、
保
険
証
の

提
示
で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
際
は
、

健
康
保
険
が
変
わ
る
場
合
は

届
け
出
が
必
要

交
通
事
故
な
ど
で

病
院
に
か
か
っ
て
い
ま
せ
ん
か

限
度
額
適
用
・
減
額
認
定
申
請
を

忘
れ
ず
に

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
の
皆
さ
ん

保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

届け出は14日以内に行いましょう

　令和元年に発生した台風15号等により被災した住宅へ対する補助事業の
申請受付を８月31日をもって終了します。

被災住宅の修繕緊急支援を終了します台風15号など
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コジュリンくん

庁議、新型コロナウイルス感
染症対策本部会議、男女共同
参画計画策定会議
船橋市長来訪
臨時議会、全員協議会
新型コロナウイルス感染症対
策本部会議、給食センター・
東庄中学校視察

東庄小学校視察・日赤監査

　１日
　　　

20日
21日
27日

29日

ご相談ください 子ども医療費助成受給券が
新しくなります東庄町ひとり親家庭福祉推進員

　ひとり親家庭福祉推進員は、ひとり親家庭等の
保護者の方の相談に応じるほか、情報提供や制度
の活用支援などを行っています。

　６月１日㈪に書面表決された千葉
県町村会定例会で、岩田利雄町長が
会長に再任されました。任期は、令
和４年６月２日までです。

千葉県町村会長に再任

▲建設中の給食センターを視察

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

◆
児
童
扶
養
手
当

　
郵
送
さ
れ
る
現
況
届
を
、
期
間
内
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
未
提
出
の
場
合
、
11

月
分
以
降
の
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
制
限
に
よ
り
支
給
停
止
に
な
っ
て
い

る
方
も
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
２
年
間
分
現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
い

場
合
は
、
受
給
資
格
を
失
い
ま
す
。

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
７
月
下
旬
に
所
得
状
況
届
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
期
間
内
︵
８
月
12
日
か
ら
９
月

11
日
ま
で
︶
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
各
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

◆
児
童
扶
養
手
当

　
健
康
福
祉
課 

子
育
て
支
援
係

　
☎
�
０
９
１
０

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

   

健
康
福
祉
課 
福
祉
係

　
☎
�
０
９
１
０

　
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
支
給
さ
れ
る
児
童
扶
養
手
当
の「
現
況
届
」と
、

障
害
の
あ
る
児
童
を
監
護
す
る
方
に
支
給
さ
れ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
「
所
得
状
況
届
」
の
提
出
を
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

名　前 担　当　地　区
大根　惠子 大久保・平台・大友
上代　久子 舟戸・東和田・神田・稲荷入
山中　芳子 高部・八木山・本郷・小貝野・平山
髙橋　妙子 根方・仲内・大上・大下・新町
金島　宏子 大新・宿浜
鈴木　幸子 新田・東町・坊別
岩瀨よし子 菰敷・鹿野戸
川﨑　弘子 羽計台・竜神台
常世田玉枝 新宿・谷津・羽計
清水佐知子 石出
伊藤　広子 東今泉
河津　道代 宮本・青馬・今郡
飯笹みどり 小座・粟野
押山富士子 夏目・八重穂
岡部　妙美 小南

　０歳から中学３年生までのお子さんが対象の子
ども医療費助成受給券が、８月から新しくなりま
す。新しい受給券は、７月下旬に郵送します。受
給券が届いたら、住所・氏名・生年月日に誤りが
ないか確認してください。８月１日までにお手元
に届かない場合は、ご連絡ください。

受給券の有効期間　
　８月１日から令和３年７月31日まで
　（15歳到達者は、令和３年３月31日まで）

問い合わせ
　健康福祉課 保健衛生係
　☎79-0911


